
 議案第６０号   

 

日立市印鑑条例及び日立市手数料条例の一部を改正する条

例の制定について  

 

 日立市印鑑条例及び日立市手数料条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり制定するものとする。  

 

      令和  ５  年  ９  月  ７  日提出  

 

                日立市長   小  川  春  樹     

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 （提案説明）  

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する

法律の改正に伴い、利用者証明用電子証明書の利用に係る規定を改める

等のため、本条例を制定するものであります。  
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日立市印鑑条例及び日立市手数料条例の一部を改正する条  

例  

（日立市印鑑条例の一部改正）  

第１条  日立市印鑑条例（平成１１年条例第２３号）の一部を次のよう

に改正する。  

第１５条の２中「個人番号カード（行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７  

号）第２条第７項に規定する個人番号カードであって、」を「利用者

証明用電子証明書（」に、「利用者証明用電子証明書を記録したもの

に限る」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書及び同法第  

３５条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書

をいう」に改める。  

（日立市手数料条例の一部改正）  

第２条  日立市手数料条例（昭和４６年条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。  

別表１証明、謄本・抄本の交付及び閲覧関係の表第１項中「個人番

号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する

個人番号カード」を「利用者証明用電子証明書（電子署名等に係る地

方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法

律第１５３号）第２２条第１項に規定する個人番号カード用利用者証

明用電子証明書及び同法第３５条の２第１項に規定する移動端末設備

用利用者証明用電子証明書」に改め、同表第４項を次のように改める。  
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４  戸籍の附票の写し又は戸

籍の附票の除票の写し交付

手数料  

１通  ２００  

ただし、利用者証明用電子

証明書及び端末機を利用し

て 交 付 を 受 け る 場 合 は 、  

１ 通 に つ き １ ５ ０ 円 と す

る。  

別表１証明、謄本・抄本の交付及び閲覧関係の表第５項、第１２項、

第１６項及び第１７項中「個人番号カード」を「利用者証明用電子証

明書」に改める。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条中日立市手数料

条例別表１証明、謄本・抄本の交付及び閲覧関係の表第４項の改正規定

は、令和６年１月１日から施行する。  
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